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令和２年６月２５日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成３０年(ワ)第１８１５１号 損害賠償請求事件 

口頭弁論終結日 令和２年２月１３日 

判        決 

 5 

 

      原 告     ラルビント・コーポレーション 

            

      同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士     矢 部 耕 三 

    10 

      被 告     チェブラーシカ・プロジェクト

有限責任事業組合 

      組 合 員     株式会社ビットワークス・ジャパン 

            

      組 合 員     株 式 会 社 ゴ ッ ド ・ バ ー ド 15 

            

      被告訴訟代理人弁護士      哲 哉 

      同      金 澤  淳 

      同      福 地 研 志 

主        文 20 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 被告は，原告に対し，１億１０００万円及びこれに対する平成３０年６月２25 

３日から支払済みに至るまで年５分の割合による金員を支払え。 



2 

 

第２ 事案の概要 

本件は，原告が，被告において「チェブラーシカ」等の劇場用アニメ映画で

描写された登場人物としてのキャラクターを利用したぬいぐるみ，トートバッ

ク等多数の商品を販売する行為が，原告の上記キャラクターに関する著作物に

係る独占的利用権を侵害すると主張して，被告に対し，民法７０９条，著作権5 

法１１４条３項に基づき損害賠償金１億１０００万円（うち１０００万円は弁

護士費用）及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

 １ 前提事実（証拠等を掲げた事実以外は，当事者間に争いがない。なお，枝番

号の記載を省略したものは，枝番号を含む（以下同様）。） 10 

  (1) 当事者等 

   ア 原告は，アメリカ合衆国ニューヨーク州法の下で設立し，存続する，ア

ニメーション作品の事業開発，ライセンス，商品化，供給等を業とする会

社である。 

   イ 被告は，キャラクター商品の企画，製造，販売等を業とする有限責任事15 

業組合である。訴外テレビ東京ブロードバンド株式会社（以下「ＴＸＢＢ」

という。）は，被告の組合員であったが，平成２７年５月に脱退した。 

  (2) ＴＸＢＢとＳＭＦとの間の契約 

    平成１７年（２００５年）３月２１日，ＴＸＢＢは，ロシア所在の訴外連

邦国営単一企業「創造製作組合映画スタジオソユーズムリトフィルム」（以下20 

「ＳＭＦ」という。）との間で，概ね次の内容の契約を締結した（甲１７，以

下「本件ＴＸＢＢ契約」という。）。 

   ア ＳＭＦは，ＴＸＢＢが，旧ソ連諸国を除く世界のすべての国及び地域に

おいて，訴外Ａ（以下「Ａ」という。）の作品であると考えられている「チ

ェブラーシカ・シリーズ」と呼ばれる全ての文学作品を基に製作されたア25 

ニメ映画「ワニのゲーナ」，「チェブラーシカ」，「シャパクリャク」及び「チ
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ェブラーシカ学校へ行く」（以下，併せて「本件映画」という。）につき，

劇場で上演する権利，劇場外で上演する権利，ビデオ映像に変換する権利，

テレビで放映する権利，通信チャネルを介した公衆送信の権利，商品化す

る権利（おもちゃ，衣服，アクセサリー，ゲーム，コンピューターソフト

ウェア，印刷物，雑誌，書籍，漫画本，その他の様々な種類及び様々な媒5 

体の商品，宣伝広告活動，製造，転売，賃貸，通信チャネルを介した送信

及びその他のサービス提供事業において，許諾対象作品を全面的又は部分

的に利用する権利），派生的権利（本件映画の全面的又は部分的な翻訳，脚

色，映画化，舞台作品化及びその他の形への変換により新しい作品を製作

する権利，並びにそれらの新しい作品のコピー，上演，通信チャネルでの10 

公衆送信，商品化，及びその他のあらゆる形での使用を行う権利のほか，

これらの権利の全て又は一部を第三者に再許諾する権利）を独占的に利用

することを許諾する。 

   イ 許諾の期間は，平成２６年（２０１４年）１２月３１日までであるが，

ＴＸＢＢはＳＭＦに対して３万米ドルを支払うことにより許諾期間をさ15 

らに１０年延長することができる。以降についても同様である。 

 (3) 原告とＳＭＦを契約当事者とする契約書の存在 

    平成２８年（２０１６年）８月１８日の作成日付で，原告とＳＭＦが契約

当事者として表示され，次の内容が記載された契約書が存在する（甲１，甲

３８，以下「本件原告ライセンス契約書」といい，これに記載された内容の20 

契約を「本件原告ライセンス契約」という。）。 

   ア ＳＭＦは，原告に対し，本件映画の視覚的イメージに記録された主人公

の動的人形像であるキャラクター（チェブラーシカ，ワニのゲーナ，シャ

パクリャク）及び本件映画のその他のキャラクター（以下，併せて「本件

キャラクター」という。）を使用するための独占的利用権を付与する。この25 

利用権は，本件キャラクターを本件映画から離れて（独立的に）任意の形
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態及び任意の方法で繰り返し使用する権利であって，所定の商品の製造又

は所定のサービスの提供など所定の利用態様及び利用方法により複製，翻

案，譲渡する権利（以下「本件キャラクターに係る商品化権」という。）を

原告に与えるものであり，同利用権はアジア全域（日本を含む。）で効力を

有する。 5 

   イ 本件原告ライセンス契約に基づく本件キャラクターの使用権は平成２８

年（２０１６年）９月１日から令和３年（２０２１年）８月３１日までを

期間として，原告に付与される。 

 (4) 被告の行為 

    被告は，遅くとも平成２８年（２０１６年）１０月１２日以降，平成３０10 

年（２０１８年）６月７日まで，日本において，本件キャラクターを利用し

たぬいぐるみ，トートバック，ポーチ，マスキングテープ，缶バッジ，マグ

カップ，クリアホルダー，カレンダー，スケジュール帳，ピロシキ，チョコ

レートケーキ，クッキー，チーズケーキ，サブレ，ドラマＣＤ，ドーナツ，

プレート，絵本，ポケットウォッチ，スマートフォン関連グッズ，腕時計，15 

スケジュール手帳等，多数の商品（以下「被告商品」という。）の販売を行っ

ている。 

２ 争点 

  (1) 原告の被告に対する損害賠償請求の成否（争点１） 

   ア ＳＭＦに，本件キャラクターに係る商品化権が帰属しているか否か（争20 

点１－１） 

   イ 原告がＳＭＦとの契約により付与されたと主張する独占的利用権に基づ

く，原告の被告に対する損害賠償請求の成否（争点１－２） 

  (2) 違法性の有無（争点２） 

   ア 被告が本件ＴＸＢＢ契約を承継したか（争点２－１） 25 

   イ 本件ＴＸＢＢ契約の更新の有無等（争点２－２） 
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   ウ ＳＭＦによる本件ＴＸＢＢ契約の解約の有無・有効性（争点２－３） 

   エ ＳＭＦの被告に対する黙示の利用許諾の有無（争点２－４） 

  (3) 被告の主観的要件（争点３） 

  (4) 不法行為と相当因果関係を有する損害及びその額（争点４） 

３ 争点に関する当事者の主張 5 

  (1) ＳＭＦに，本件キャラクターに係る商品化権が帰属しているか否か（争点

１－１） 

   ［原告の主張］ 

    次のとおり，本件キャラクターに係る商品化権がＳＭＦに帰属しているこ

とは優に認められる。 10 

   ア 本件キャラクターに係る商品化権は，本件映画を製作したソビエト連邦

の国営映画製作会社ソユーズムリトフィルム（以下「旧ＳＭＦ」という。）

に帰属していた。当時のソビエト連邦では企業の職員は自らの仕事を遂行

した対価として賃金，上演に対する報酬，ボーナス，及び法律で定められ

たその他の支払を受け取っていたのであり，職員らの創造したものはすべ15 

て自動的に企業に帰属していたことからすれば，国家が既にその対価を支

払った画家又は監督の絵の独占的権利はその雇用者である旧ＳＭＦに帰

属していた。本件映画の美術監督であった，Ｂ（以下「Ｂ」という。）が自

らの権利を主張した訴訟において，ロシア国内の裁判所は同様の見解を採

っている（甲２６）。 20 

     また，ロシア連邦最高裁判所総会において，「１９９２年８月３日以前に

製作された音声映像作品すなわちアニメーションフィルムのキャラクタ

ーの権利は，当該アニメーションフィルムの撮影を行った企業すなわち映

画スタジオ（又はその著作権継承者）に帰属する。上記期間にアニメーシ

ョンフィルムの製作に参加した自然人は，アニメーションフィルムの独占25 

的権利も，そのキャラクターの独占的権利も，持たない。」旨の決議がなさ
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れており（甲２７），これは法律に従いロシア領内で法的拘束力を有する。 

   イ 旧ＳＭＦの複合資産は，１９８９年にリース会社「『映画スタジオ』ソユ

ーズムリトフィルム」に賃貸に出された後，１９９９年に当該賃貸借契約

の有効期間が満了したことに伴い設立されたＳＭＦに承継された。その後，

ロシア連邦政府は，旧ＳＭＦが設立されてから上記賃貸借契約が締結され5 

るまでの間に旧ＳＭＦで撮影された映画の独占的権利は，他者ではなく，

ＳＭＦが継承することを明確にしている（甲２８）。 

   ［被告の主張］ 

    次のとおり，本件キャラクターに係る商品化権がＳＭＦに帰属しているこ

とにつき立証がなされたとはいえない。 10 

   ア 本件キャラクターに係る商品化権は，ロシア・ソビエト連邦社会主義共

和国の民法典第４８６条に照らせば，本件キャラクターの創作に主体的・

主導的に関与していたＢに当初は帰属していたものと考えられるところ，

本件映画が旧ＳＭＦによって製作された事実とＢが美術監督として本件

映画の製作に参加した事実のみによっては，Ｂに当初帰属していた本件キ15 

ャラクターに係る商品化権がＢから旧ＳＭＦに移転したことは十分に証

明されているとはいえない。 

   イ また，本件映画の著作権がＳＭＦに帰属していると認めるには合理的な

疑義が存在する。旧ＳＭＦ製作の映画の著作権の現在の帰属先がＳＭＦで

あるかが争点となった事案において，旧ＳＭＦ製作の映画の著作権及び承20 

継関係等に関する事実関係並びに当時のソ連の法律にまで詳細に分析・検

討を加え，かつ，ロシア連邦仲裁裁判所が２００１年に下した判断の理由

付けの不十分さ・説得力の乏しさについて極めて論理的かつ冷静に論証し

た上で，本件映画の著作権がＳＭＦに帰属するとは認められないと判断し

た米国判決が存在する（乙３）。かかる米国判決の存在・内容からすれば，25 

同判決において提出されていなかった新証拠が発見・提出されるなどすれ
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ば別段，そうでない限りは，わが国の裁判所は，同一の争点について米国

判決と異なる認定を示すことは困難であろうと推察される。 

  (2)  原告がＳＭＦとの契約により付与されたと主張する独占的利用権に基づ

く，原告の被告に対する損害賠償請求の成否（争点１－２） 

   ［原告の主張］ 5 

   ア 本件原告ライセンス契約は有効であり，ＳＭＦの原告に対する付与によ

り原告が有することとなった本件キャラクターに係る商品化権に関する

権利又は法律上保護される利益の実質は，当該契約書に記載されたとおり，

独占的利用権そのものであり，原告は，被告に対し，これが侵害されたこ

とに基づき損害賠償請求をすることができる。ＳＭＦが本件原告ライセン10 

ス契約による報酬を受領した事実と本件原告ライセンス契約書を銀行に

提示した事実（甲４８）は，ＳＭＦが本件原告ライセンス契約の有効性を

認めていることの決定的な証左である。 

     これに対し，本件原告ライセンス契約の有効性を否定する被告の主張は，

本件原告ライセンス契約締結当時にＳＭＦの代表権限を有する所長の権15 

限を委ねられていたＣ（以下「Ｃ」という。）の陳述書（甲３３）を曲解し，

また，本件原告ライセンス契約書よりも後に作成された追加契約書（甲３

１，甲３９）の成立の真正への疑義から，何らの説明もなくそれらが本件

原告ライセンス契約の有効性に影響を及ぼすかのような説得力のない推

察をしたものにすぎない。 20 

   イ ＳＭＦの原告に対する付与により原告が有することとなった権利又は法

律上保護される利益の実質は，上記のとおり，独占的利用権であって，被

告に対して主張することができ，これを被告が侵害したといえるものであ

る。 

     これに対し，被告は，ＳＭＦが原告に独占的利用権を設定することに向25 

けた行為を何も行っていない旨を主張するが，ＳＭＦは，その代表権限を
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有するＣの陳述書（甲７）において，原告に独占的利用権を与えたこと，

及び本件ＴＸＢＢ契約に基づいて被告が本件キャラクターを利用する権

利はないことを言明しているから，上記主張は誤りである。 

   ［被告の主張］ 

   ア 本件原告ライセンス契約は無効であり，原告がＳＭＦから本件キャラク5 

ターに係る商品化権に関する権利又は法律上保護される利益として，独占

的利用権を付与されたとはいえない。すなわち，次の各事情からすれば，

本件原告ライセンス契約書（甲１，甲３８）は，ＳＭＦを法的に拘束する

有効な契約の存在を示すものとはいえない。 

    (ｱ) 本件原告ライセンス契約書及び原告が平成２８年（２０１６年）中に10 

作成された書面として提出した追加契約書（甲３１，甲３９）には，い

ずれもＳＭＦの代表者として署名のあるＣの肩書が「所長」と記載され

ているところ，Ｃの陳述書（甲３３）によれば，当時の地位は「所長代

行者」であったものであるから，真実に反した記載になっており，また，

上記「所長代行者」につきＳＭＦの代表者として行動する権限があるこ15 

とを示すために本来必要であるはずの「特定の委任状」の添付もない。 

    (ｲ) また，上記(ｱ)の追加契約書は，平成２８年（２０１６年）中に作成さ

れたものとして提出されているが，遅くとも平成２９年（２０１７年）

４月に始まる被告代理人と原告代理人の交渉の中で，原告側に開示され

たことがなく，本件訴訟においても，特に契約の有効期間を延長する旨20 

の合意書として自ら提出した甲３９につき，甲３９の提出前に陳述した

自らの準備書面においては，その存在について知らなかったことをうか

がわせる主張をしている（原告第３準備書面２頁ないし３頁）。かかる事

情からすれば，甲３１と甲３９の成立の真正等に係る疑念は払しょくで

きない。 25 

    (ｳ) ＳＭＦは，平成３０年（２０１８年）９月，本件キャラクターに関し



9 

 

二重譲渡されている問題をいかに処理するかについて，被告に対し，乙

１３の資料を示し，原告とＳＭＦの両方を提訴して原告との契約が無効

であることと被告との契約が有効であることを明らかにするよう提案し

ている。 

    (ｴ) 被告は，原告に対し，令和元年（２０１９年）７月３１日付け事務連5 

絡（乙２３）及び同年９月３日付け事務連絡（乙２４）において，和解

に応じる条件として，ＳＭＦから本件原告ライセンス契約が現在も有効

に存在していることを確認する旨の書面を取得することを求めたが，原

告のＳＭＦに対する要請にもかかわらず，ＳＭＦは沈黙したままであり，

上記の確認が得られない状態にある。 10 

   イ 仮に本件原告ライセンス契約が有効であるとしても，次の各事情からす

れば，当該契約は原告以外の者への許諾と並行してなされた許諾と評価さ

れ得るにとどまり，原告は被告に対し，ＳＭＦの原告に対する付与により

原告が有することとなった本件キャラクターに係る商品化権に関する権

利又は法律上保護される利益の侵害を主張できない。 15 

    (ｱ) ＳＭＦは，本件キャラクターの商品化の権利の利用を被告が実施して

いることを知りながら，被告に対して，本件キャラクターの商品化の権

利の利用を停止するよう警告したことがなく，被告に対する差止・廃棄

請求・損害賠償請求等の法的措置を講じたこともない。 

    (ｲ) ＳＭＦは，本件ＴＸＢＢ契約の効力が継続していることが明白な時期20 

であった平成２６年（２０１４年）１０月に，Ｈａｉｎｉｎｇ Ｌｉｇ

ｈｔ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｔｒａｄｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（以下「訴外香

港法人」という。）に対し，本件キャラクターをライセンスする権利を許

諾した旨を記載した書面を交付した（乙８）。ＳＭＦは，訴外香港法人へ

の二重ライセンス契約を被告に秘して締結しており，被告は，ＳＭＦか25 

ら従前の交渉関係を解消するとか，本件キャラクターの商品化の権利を
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停止せよとか，訴外香港法人に本件キャラクターをライセンスする権利

を授与したから被告が本件キャラクターの商品化の権利の継続を望むの

であれば新規に許諾を獲得せよ等の通知を受けたことがない。 

    (ｳ) ＳＭＦは，被告に対し，本件原告ライセンス契約を締結したから被告

が本件キャラクターの商品化の権利の継続利用を望むのであれば原告か5 

ら新規に許諾を獲得せよ等の通知も行っておらず，原告から本件原告ラ

イセンス契約の有効性を書面にて確認されたい旨の要請を受けても，一

貫して，執拗に，断固として無視し続けている。逆に，ＳＭＦは，前記

のとおり，本件キャラクターに関し二重譲渡されている問題をいかに処

理するかについて，被告に対し，原告とＳＭＦの両方を提訴して原告と10 

の契約が無効であることと被告との契約が有効であることを明らかにす

るよう提案すらしている（乙１３）。 

  (3) 被告が本件ＴＸＢＢ契約を承継したか（争点２－１） 

   ［被告の主張］ 

    ＳＭＦと被告を当事者とする，平成２５年（２０１３年）３月２０日付の15 

合意書（乙５），同年８月１日付けの合意書（乙６）及び同月５日付けの合意

書（乙７）がＳＭＦの当時の所長と被告代表者であるＤの両名の署名と捺印

により締結されているところ，これらのやり取りは，被告が本件ＴＸＢＢ契

約上のＴＸＢＢの地位及び権利義務の承継する者としての立場・資格で被告

映画の製作・配給及び本件キャラクターの商品化を現に実施しており，ＳＭ20 

Ｆとしてもそのことを重々承知している状況の下に行われたものであるから，

本件ＴＸＢＢ契約上のＴＸＢＢの地位及び権利義務の被告への承継について

ＳＭＦが承諾を与えていたことは明らかというべきである。 

    また，上記の経緯からすれば，少なくとも，ＳＭＦが，原告に対して本件

キャラクターの商品化の権利を二重にライセンスした後に，本件ＴＸＢＢ契25 

約上のＴＸＢＢの地位及び権利義務の被告への承継を承諾しなかったかのよ
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うに主張することが信義則違反・禁反言（民法第１条２項）又は権利濫用（民

法第１条３項）として許されないことは明らかである。 

   ［原告の主張］ 

    本件ＴＸＢＢ契約の当事者でありライセンシーであるのは，ＴＸＢＢであ

って被告ではない。被告は，本件ＴＸＢＢ契約上のＴＸＢＢの地位及び権利・5 

義務を，ＳＭＦの承諾の下に承継したと主張するが，ＳＭＦがかかる承継に

対する承諾を与えた事実はない。 

  (4) 本件ＴＸＢＢ契約の更新の有無等（争点２－２） 

   ［被告の主張］ 

    次のとおり，延長料の支払の不存在にもかかわらず本件ＴＸＢＢ契約が今10 

日まで延長されていることは明らかであるし，少なくとも，ＳＭＦが，本件

ＴＸＢＢ契約を締結した際に提供した銀行口座を閉鎖し，かつ，被告から再

三の問い合わせにもかかわらず，延長料の送金先銀行口座の指定を拒絶して

おきながら，延長料の支払の不存在を指摘して本件ＴＸＢＢ契約の契約期間

の延長の効果発生を否認するかのように主張することは信義則違反・禁反言15 

（民法第１条２項）又は権利濫用（民法第１条３項）として許されない。 

   ア 本件ＴＸＢＢ契約５条（２）は，ＴＸＢＢに対し，延長オプション（一

方的予約完結権）を与えたものであって，３万米ドルの延長料の支払を契

約期間の延長の効果発生のための要件とするものではない。そして，被告

は，その構成員であったＴＸＢＢの代理人弁護士を通じて，平成２６年（２20 

０１４年）１１月１３日付通知書（同月１７日に配達済み・乙８）及び同

年１２月２５日付通知書（同月２９日に配達済み・乙９）をＳＭＦに送付

し，本件ライセンス契約書に基づく延長オプション（一方的予約完結権）

を行使する，ついては所定の延長料を支払うのでＳＭＦが受領する銀行口

座を指示されたい旨の通知を行って当該延長オプションを行使し，また，25 

３万米ドルについても弁済の提供を行っている。 
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   イ 被告は，ＳＭＦに電話をかけたが，本件の対応責任者の不在が伝えられ

るのみであったし，平成２６年（２０１４年）１２月２６日，本件ＴＸＢ

Ｂ契約を締結した際にＳＭＦから提供されたＳＭＦの銀行口座宛に延長

料の振込みを試みたが，当該銀行口座が閉鎖されていたために，支払を完

了することができなかった（甲２１）のであり，被告は，延長料の支払を5 

行うために必要かつ相当な調査・連絡を想定しうる限りすべて行っている。

もとより，本件ＴＸＢＢ契約書には延長料の支払期限の定めがないので，

同契約の準拠法である日本法の下では，その支払義務はいわゆる「期限の

定めのない債務」にあたるところ，ＳＭＦは，被告ないしＴＸＢＢに対し，

延長料の支払請求ないし催告（民法第４１２条３項）を行っていない。 10 

   ［原告の主張］ 

    本件ＴＸＢＢ契約５条（２）は，「ＴＸＢＢはＳＭＦに対して３万米ドルを

支払うことにより許諾期間をさらに１０年延長することができる。」と定め，

３万米ドルの延長料の支払を許諾期間延長の要件としている。ところが，Ｓ

ＭＦに対して延長料の支払はされていない。よって，本件ＴＸＢＢ契約の許15 

諾期間は延長されておらず，本件ＴＸＢＢ契約は平成２６年（２０１４年）

１２月末日をもって終了した。 

    なお，この点，ＴＸＢＢは，平成２７年（２０１５年）２月１１日付書状

（甲２１）にて，ＳＭＦに対して延長料の支払をすべき振込口座を問い合わ

せたが，ＳＭＦからは，いかなる契約も結ばないとの通知を受けて（甲２０）20 

引き下がり，その後，ＳＭＦに対して何ら異議を述べていない。 

  (5) ＳＭＦによる本件ＴＸＢＢ契約の解約の有無・有効性（争点２－３） 

   ［原告の主張］ 

    本件ＴＸＢＢ契約は既に解除されている。解除に至る経緯は次のとおりで

ある。 25 

    そもそも本件ＴＸＢＢ契約による許諾地域は，世界の全ての国と地域から
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旧ソ連諸国を除いた地域である（甲１７）。ところが，平成２６年（２０１４

年）５月，被告が作成したチェブラーシカの映画（以下「被告映画」という。）

の上映がロシアにおいて開始された。ＳＭＦはこれを契約違反であるとし，

上映の中止を求めたため，一度は上映が中止された。この時の被告からＳＭ

Ｆへのメールが甲１９であり，そこには被告が上映の再開を求める旨が明記5 

されている。しかしながら，その後，同年１１月，上映が再開された。 

    本件ＴＸＢＢ契約における許諾の範囲は，本件映画を翻訳，脚色，映画化

その他の形で変換した新しい作品を製作する権利と，その新しい作品のコピ

ーその他あらゆる形で使用する権利を含むが，これらの権利が与えられるの

は旧ソ連諸国以外の国と地域のみである（甲１７）。ロシアでの上映行為は本10 

件ＴＸＢＢ契約によって許諾されておらず，同契約の違反である。 

    この契約違反に基づき，ＳＭＦは本件ＴＸＢＢ契約を解除した。当該解除

の意思表示は，遅くとも平成２７年（２０１５年）４月１３日付けの書状（甲

２０）によって，「ＴＸＢＢが契約の重要項目に違反したので，アニメ映画の

独占的利用権の付与に関するいかなる契約についてもＴＸＢＢとは結ぶこと15 

ができないと考える」旨を述べるところより，明らかになっている。 

   ［被告の主張］ 

    次のとおり，本件ＴＸＢＢ契約について，解除原因は存在せず，また，解

除の意思表示も存在しない。 

   ア 平成２６年（２０１４年）５月のロシアにおける被告映画の上映は，被20 

告が行ったものではなく，Ａの事務所が主体となって実施されたものであ

り，被告は，Ａの要請に基づき，ロシア国内の権利処理をＡの費用と責任

において行う条件の下に，被告映画の素材を提供したにすぎないから，か

かる行為は，本件ＴＸＢＢ契約に違反するものではなく，解除原因を構成

しない。 25 

   イ ＳＭＦは，ＴＸＢＢないし被告に対して，上記ロシアでの被告映画の上
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映を解除原因とした解除の意思表示を行っていない。甲２０の書状は，Ｔ

ＸＢＢないし被告に対して，本件ＴＸＢＢ契約の解除を通知したものでは

ない。 

  (6) ＳＭＦの被告に対する黙示の利用許諾の有無（争点２－４） 

   ［被告の主張］ 5 

    仮に本件ＴＸＢＢ契約の被許諾者の地位が被告に承継され，現在まで継続

してＳＭＦと被告との間に有効に存在することが証拠上認められないとして

も，次の点からすれば，本件ＴＸＢＢ契約とは別途に，ＳＭＦは被告に本件

キャラクターの商品化の権利の利用を黙示的に許諾している。 

   ア ＳＭＦは，本件ＴＸＢＢ契約書の記載の初回のライセンス期間の終了日10 

である平成２６年（２０１４年）１２月３１日以降も，被告が本件キャラ

クターの商品化の権利利用を継続している事実を承知しながらも，被告に

対して，当該商品化を中止するよう請求していない。 

   イ ＳＭＦは，被告に対し，「現在の契約」について将来における「合意解約」

と「追加対価」の支払を提案し，当該商品化の権利の利用については被告15 

との直接の関係で「有効な協議」を継続して行うことによって解決する旨

の意思表示を行った。 

   ［原告の主張］ 

    ＳＭＦは被告に黙示の利用許諾を与えてはいない。ＳＭＦは，甲７の陳述

書において，原告に独占的利用権を与えたこと，及び，本件ＴＸＢＢ契約に20 

基づいて被告が本件キャラクターを利用する権利はないことを言明している

し，そもそも甲２０の書状からして，ＳＭＦが本件ＴＸＢＢ契約を否定する

意向を通知していることは明らかである。 

  (7) 被告の主観的要件（争点３） 

   ［原告の主張］ 25 

    被告は，原告が日本において本件キャラクターの独占的利用権を有するこ
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とを，遅くとも原告の平成２８年１０月１１日付通知書（甲４の１）により，

同通知書の到達日である同月１２日（甲４の２）に認識した。よって，遅く

とも同日以降，被告は，上記被告の行為が，原告の独占的利用権を侵害する

ことを明確に認識していたのであり，被告の原告に対する独占的利用権侵害

行為は故意によってなされたものである。 5 

   ［被告の主張］ 

    原告の平成２８年１０月１１日付通知書（甲４の１）によっても，被告は，

原告が日本において本件キャラクターの独占的利用権を有することを認識で

きるものではなく，また，被告は自らも許諾を受けていることから，たとえ

原告が日本において本件キャラクターの独占的利用権を有していたとしても，10 

被告の行為が当該独占的利用権を侵害することを被告が認識することもなか

った。 

  (8) 不法行為と相当因果関係を有する損害及びその額（争点４） 

   ［原告の主張］ 

    原告に独占的利用権が許諾された平成２８年（２０１６年）１０月１２日15 

以降，本訴訟提起日までの被告商品の売上は，５億円を下らない。また，本

件の著作物の利用料率は２０％を下らない。よって，被告の行為によって原

告が被った損害は，著作権法１１４条３項の適用又は準用により，１億円を

下らない。 

    さらに，この損害と相当因果関係のある弁護士費用は，１０００万円を下20 

らない。 

    したがって，原告が被った損害は，１億１０００万円を下らない。 

   ［被告の主張］ 

    原告の上記主張は，争う。 

    平成２８年１０月１２日以降の被告製品の製造・販売又はそれらの許諾に25 

より被告が得た収入は１７６万１２４１円である。また，キャラクターの利
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用料率はせいぜい５％とされるのが通常である。 

    加えて，著作権法１１４条３項の適用又は準用に当たっては，本件キャラ

クターの原著作物の著作者が受けるべき金銭との割合で按分されたものにし

かならない。また，被告商品における新作映画の創作的部分及び商品化事業

者が新規に加えた創作的部分の寄与についても考慮されるべきである。さら5 

に，本件原告ライセンス契約が仮に原告とＳＭＦとの間に有効に存在すると

すれば，同契約は，原告は日本における本件キャラクターの商品化を行うこ

とにより収入を得た場合，ＳＭＦにその収入に応じた対価を支払うべく約定

しているはずであるから，原告がＳＭＦに支払うべき約定額分は控除されな

ければならない。 10 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 争点１（原告の被告に対する損害賠償請求の成否） 

  (1) 本件において，原告は，本件キャラクターに係る商品化権に係る権利又は

法律上保護される利益として，独占的利用権を有する旨主張する。しかして，

独占的利用権者は，商品化権の権利者に対し，契約上の地位に基づく債権的15 

請求権を有するにすぎないが，このような地位にあることを通じて本件キャ

ラクターに係る商品化権を独占的に使用し，これを使用した商品の市場にお

ける販売利益を独占的に享受し得る地位にあることに鑑みると，独占的利用

権者がこの事実状態に基づいて享受する利益についても，一定の法的保護が

与えられるべきである。そうすると，独占的利用権者が，契約外の第三者に20 

対し，損害賠償請求をすることができるためには，現に商品化権の権利者か

ら唯一許諾を受けた者として当該キャラクター商品を市場において販売して

いるか，そうでないとしても，商品化権の権利者において，利用権者の利用

権の専有を確保したと評価されるに足りる行為を行うことによりこれに準じ

る客観的状況を創出しているなど，当該利用権者が契約上の地位に基づいて25 

上記商品化権を専有しているという事実状態が存在するといえることが必要
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というべきである。 

そこで，本件事案に鑑み，まず，争点１－２（原告がＳＭＦとの契約によ

り付与されたと主張する独占的利用権に基づく，原告の被告に対する損害賠

償請求の成否）について検討することとする。 

  (2) 上記第２の１の前提事実並びに各掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，5 

次の各事実が認められる。 

   ア 平成１７年（２００５年）３月２１日，ＴＸＢＢは，ＳＭＦとの間で本

件ＴＸＢＢ契約を締結し，本件キャラクターの商品化等に係る独占的利用

につき許諾を受け，以後，現在に至るまで，わが国において，本件キャラ

クターを利用した商品の販売を行っている。本件ＴＸＢＢ契約による許諾10 

の期間は，平成２６年（２０１４年）１２月３１日までであるが，ＴＸＢ

ＢがＳＭＦに対し３万米ドルを支払うことにより更に１０年延長するこ

とができ，以降も同様に延長できることとされた。（甲１７） 

   イ 平成２４年２月２日，ＴＸＢＢや株式会社フロンティアワークスなどを

組合員とする有限責任事業協同組合契約が発効し，有限責任事業協同組合15 

である被告が設立された。（弁論の全趣旨） 

   ウ 平成２５年（２０１３年）３月２０日，被告とＳＭＦは，両者が「チェ

ブラーシカ」と称するキャラクターを利用した映画製作及び商品化のため

の権利利用に関する両者の間のライセンス契約の条件につき協議を行う

意思があることを表明した上，ライセンス契約の平成２５年（２０１３年）20 

中の署名に向けて努力することなどが記載された「レター・オブ・インテ

ント」と題する書面を作成した。その後，両者は，同年８月には，日本で

製作された「チェブラーシカとサーカス」等の被告映画につき，同年中を

有効期間として，ＳＭＦが被告映画の購入希望者との間で販売交渉を行う

ことを被告がＳＭＦに対し許諾すること等を内容とする合意書面を作成25 

した。（乙５ないし７） 
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   エ 平成２６年（２０１４年），被告の組合員の職務執行者であるＤ（以下「Ｄ」

という。）は，Ａから被告映画をロシア国内で上映する企画につき相談を受

けたため，Ａの弁護士からの見解も考慮の上，本件映画あるいは本件映画

のパペット等の視覚的表現について権利を主張する者の権利処理は全て

Ａの事務所ないし有限責任会社チェブラーシカ（以下単に「Ａ等」という5 

ことがある。）の責任と費用負担により行ってもらう条件を付して，被告に

帰属する権利範囲との考えに基づき，Ａ等に対し，ロシア国内での上映を

許諾し（乙１８），同年５月２０日，ＳＭＦの当時の副所長に対し，被告の

上記許諾行為について説明した。そして，その際には，ＳＭＦからは，同

行為を非難する旨の回答がされ（甲２２，甲２３，乙１８），Ａ等によるロ10 

シア国内での被告映画の上映は，ＳＭＦの抗議等により一旦は見合わせら

れた。しかし，その後，同上映は，結局その約半年後である同年１１月頃

になって開始され，これに対し，ＳＭＦから特段の異議が留められたこと

はなかった。（乙１８，乙１９） 

   オ 平成２６年（２０１４年）秋頃，ＳＭＦは，訴外香港法人に対し，本件15 

キャラクターの商品化権をライセンスしたところ，まもなくＴＸＢＢがこ

れを知るに至った。そして，同年１１月１３日付で，ＴＸＢＢの代理人弁

護士は，ＳＭＦに対し，ＳＭＦが訴外香港法人に対して，本件キャラクタ

ーの商品化権を二重にライセンスしたことを抗議するとともに，更新料３

万米ドルの振込先口座の情報を提供することを求める内容の通知を行っ20 

た（乙８）。しかるに，ＳＭＦは，訴外香港法人の件について，原告に対し

何らの回答・反論もしなかった。（乙１０） 

   カ 平成２７年（２０１５年）２月１１日付けで，ＴＸＢＢは，代理人を通

じて，ＳＭＦに対し，上記オの口座の情報を提供するよう重ねて求めた。

これに対し，ＳＭＦは，同年４月１３日付けで，ＴＸＢＢに対し，組合員25 

となっている被告による被告映画の前記上映許諾が本件ＴＸＢＢ契約に
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違反した旨を主張してＴＸＢＢを非難し，更新料の支払に必要な合意書の

作成を拒絶する旨を通知した。（甲２０，甲２１） 

   キ 平成２７年（２０１５年）５月３１日，ＴＸＢＢは被告を脱退した。（甲

２４） 

   ク 平成２８年（２０１６年）８月１８日付で，本件原告ライセンス契約書5 

が作成され，原告代表者とＳＭＦのＣが署名した。同契約書においては，

ＳＭＦが原告に対し，本件キャラクターを使用するための独占的利用権を

付与する旨が記載されており，これにより，原告は，ＳＭＦとの間で，本

件キャラクターの商品化権等に係る独占的利用権を付与される内容の本

件原告ライセンス契約を締結した。（甲１，甲３８） 10 

     しかし，その後，原告が，本件原告ライセンス契約に基づいて，本件キ

ャラクターを付すなど本件キャラクターを利用した商品を，日本において

販売したことはない。 

ケ ＳＭＦは，前記カのＴＸＢＢへの拒絶通知や上記クの本件原告ライセン

ス契約書作成をしたものの，これらの行為に際しても，ＴＸＢＢないし被15 

告等に対し，権利侵害に係る警告を行い，あるいは，利用行為の差止請求

や損害賠償請求等の法的措置をとることはなく，また，原告からサブライ

センスを受けるよう通告したりすることもなかった。（弁論の全趣旨） 

   コ 平成２８年（２０１６年）１０月以降，原告は，被告に対し，被告によ

る本件キャラクターの利用に係る法的根拠を問い質す通知を行い，さらに，20 

本件ＴＸＢＢ契約が終了した旨のＳＭＦのＣの陳述書を添付する等して

被告の主張する法的根拠を否定した上で，被告が本件キャラクターの利用

継続を望むなら，一定の経済的条件の下で原告との協業（原告からのサブ

ライセンスを受けること）を求めた（甲４ないし７）。これに対し，被告は，

原告に対し，従前からＳＭＦの主張態度に係る不信感を払しょくできない25 

ため，原告との協業（原告からのサブライセンス）を検討する前提として，
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ＳＭＦと被告との間に従前生じた一切の法律上の問題の包括的な解決に

つき協議・合意するための権限をＳＭＦから直接授与されていることを委

任状等により示すことを求めた。（甲１３，甲１５） 

   サ 本件訴訟提起後の平成３０年（２０１８年）９月，被告の組合員の職務

執行者であるＤがモスクワ所在のＳＭＦの事務所を訪問したところ，ＳＭ5 

Ｆ側は，Ｄに対し，本件キャラクターに関し二重譲渡されている問題をい

かに処理するかについて，被告に対し，原告とＳＭＦの両方を提訴して原

告との契約が無効であることと被告との契約が有効であることを明らか

にするよう提案する旨が記載され，また，契約の具体的な改訂案も記載さ

れた書面を交付した。（乙１０ないし１３） 10 

   シ 被告は，本件訴訟において，原告との和解協議を行う前提として，本件

原告ライセンス契約書等による契約が現在も有効に存続していることを

ＳＭＦが認める内容の書面，及び同書面の作成名義人の代表権を証明する

書面等をＳＭＦから入手するよう原告に求めた。これを受けて，原告がＳ

ＭＦに連絡文書を送ったが，ＳＭＦからは何らの回答も出されなかった。15 

（乙２４，弁論の全趣旨） 

  (3) かかる事実経過に鑑みれば，そもそも原告は，本件原告ライセンス契約に

基づいて，本件キャラクターを付すなどにより本件キャラクターを利用した

商品を日本において独占的に販売するなど，自ら当該商品化権を専有してい

るという事実状態を生じさせているものではない上，本件原告ライセンス契20 

約に至る状況等をみても，被告が本件ＴＸＢＢ契約等を通じ日本における当

該キャラクター商品の販売を継続していたという状態であるのに，権利者と

されるＳＭＦにおいて，本件原告ライセンス契約により原告の利用権の専有

を確保したと評価される行為がされたとはいえず（ＳＭＦは，被告ないしＴ

ＸＢＢ等に対し，権利侵害に係る警告，利用行為の差止請求や損害賠償請求，25 

原告からサブライセンスを受けるよう求める通告等をいずれも行っておらず
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（前記(2)ケ），また，本件訴訟提起の前後を通じても，原告が被告とサブラ

イセンス契約の締結交渉を企図する中で，原告から求めがあったにもかかわ

らず，原告が本件キャラクターの独占的利用権を有することを書面などによ

り明確にする等の具体的な対応を一切とらず，さらに，被告に対し，利用権

を被告と原告の双方に設定した，いわば二重譲渡の状態にあることを認めつ5 

つ被告の利用権を優先させるかのような姿勢を見せていた（前記(2)コ，サ）。），

かえって，ＳＭＦは，上記契約の更新期前の時期には，被告との間で被告へ

の利用権設定に向けての交渉や被告映画の販売交渉等に係る合意を行い，ま

た，訴外香港法人に対し本件キャラクターの利用権を付与するなどの状態と

なっていたものである。 10 

そうすると，このような本件事案における事実状態をもってしては，権利

者とされるＳＭＦによって，利用権者たる原告の利用権の専有を確保したと

評価されるに足りる行為が行われたとはいえず，ＳＭＦによって，原告が，

現にＳＭＦから唯一許諾を受けた者として当該キャラクター商品を市場にお

いて販売している状況に準じるような客観的状況が創出されているなど，原15 

告が契約上の地位に基づいて上記商品化権を専有しているという事実状態が

存在しているということはできないというべきである。 

したがって，原告は，被告に対し，独占的利用権が侵害されたとして損害

賠償請求をすることはできないというほかない。 

 (4) これに対し，原告は，ＳＭＦの代表者であったＣが，その陳述書（甲７）20 

において，原告に独占的利用権を与えたこと，及び本件ＴＸＢＢ契約に基づ

いて被告が本件キャラクターを利用する権利はないことを言明していること

などから，原告の独占的利用権の侵害による被告の不法行為が成立する旨を

主張する。 

    しかしながら，前記のとおり，原告において本件ＴＸＢＢ契約が終了した25 

旨を主張する平成２６年１２月３１日以降，現時点に至るまで，ＳＭＦから
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被告に対し，本件キャラクターの利用につき警告や法的措置が何ら取られて

いないこと，本件訴訟提訴後の平成３０年において，被告の組合員の職務執

行者であるＤに対し，本件ＴＸＢＢ契約が終了した旨を明確に主張していな

いこと，上記Ｃの陳述書（甲７）以外に，原告に対する本件キャラクターの

独占的利用権の付与を積極的に認める姿勢を明らかにした形跡が全く見当た5 

らないことなどからすれば，権利者とされるＳＭＦにおいて，原告への利用

権設定に当たりその専有を確保したと評価されるに足りる行為を行い上記に

準じる客観的状況を創出しているといえないことに変わりはなく，同人が契

約上の地位に基づいて上記商品化権を専有しているという事実状態が存在し

ているということはできないとの前記判断を左右するものではない。 10 

    したがって，原告の上記主張は採用することができない（なお，本件の経

緯に鑑みれば，仮に，ＳＭＦが，被告に対し，本件ＴＸＢＢ契約の存続を否

定する趣旨の主張に及ぶことがあったとしても，そのことから，ＳＭＦにお

いて，原告への利用権設定に当たりその専有を確保したと評価されるに足り

る行為を行い上記に準じる客観的状況を創出しているといえることになるも15 

のではなく，原告が契約上の地位に基づいて上記商品化権を専有していると

いう事実状態が存在しているということができない本件事案の下において，

原告の被告に対する，独占的利用権が侵害されたことを理由とする損害賠償

請求が肯定されることにはならない。）。 

  ２ 結論 20 

よって，原告の請求は，その余の点を判断するまでもなく理由がないからこ

れを棄却することとして，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第４７部 

 

裁判長裁判官     田   中   孝   一 25 
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裁判官     奥       俊   彦 5 

 


